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１．はじめに 

少子高齢化、アジア諸都市の台頭など、わが国の都市

を巡る情勢は刻一刻と変化する中で、都市の道路整備は

必ずしも社会ニーズにマッチしているとは言いがたい。

「みち」と「まち」は本質的に切り離せないものであり、

魅力ある国づくりを目指し、都市の円滑な再生を実現す

るためには、問題解決型の施策だけでなく、価値創造型

の施策（道路都市再生施策）が必要不可欠となる。 

財団法人道路新産業開発機構が事務局を務める「スマ

ートウェイ・パートナー会議 道路都市再生部会」では、

「都市再生に資する新しい道路整備のあり方」をメイン

テーマとして約３年に亘り検討を進めてきた。PhaseⅠ

（H15～H17.7）では、「都市のあるべき姿」を議論して

有効と考えられる道路都市再生施策を抽出し、PhaseⅡ

(H17.8～H19.2)では、優先度が高いと考えられる施策に

関してケーススタディを行い、事業につながる具体的方

策を提言した。 

本稿では、本部会における検討および具体的な提言内

容を紹介する。なお、本部会のミッションを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

２．道路都市再生の共通理念 

都市を取り巻く社会経済環境を踏まえると、｢みちの

再生｣｢まちの再生｣はもとより、｢くにの再生」をも目指

さなければならないが、特に都市部では道路事業者が単

独で実施できる事業範囲には限界があり、様々な関係者

が「まち」や「みち」など都市全体のことを考え、自ら

の“垣根”（利害や領域）を超えて、少しづつ歩み寄ら

なければ、「真の都市再生」の実現は難しい。 

検討にあたっては、以下に示す様な「垣根」を乗り越

えることを共通理念とした。 

*キーワーズ：道路都市再生、価値創造、官民一体 

**非会員、(財)道路新産業開発機構 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長 

（東京都中央区築地７丁目17番地１、 

TEL03-3545-6633、FAX03-3545-6660） 

a) 公共（道路）と民間（建築物）の垣根（図-1） 

道路と隣接する民地内の建物を一体として捉え、特に

都市部において、公共的な空間を整備することにより、

効率的に機能的な都市空間を確保することができる。 

b) 道路事業と鉄道事業の垣根（図-2） 

鉄道の上下空間について、人工地盤などの整備により、

都市内空間の有効活用が期待できる。 

c) 各利害関係者間の垣根 

まちづくりに関し、各利害関係者の「垣根」を乗り越

えることにより、円滑な合意形成が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 公共(道路)と民間(建築物)の垣根の排除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 道路事業と鉄道事業の垣根の排除 

 

３．都市のあるべき姿と道路都市再生の方向性 

価値創造型の議論を行うため、都市の目指す方向を定

義することから検討を始める必要があった。PhaseⅠで

は、都市の目指す方向、あるべき姿に関する議論を行い、

道路都市再生の10の方向性を導き出した（図-3）。さら

に、大都市中心部、大都市郊外部、地方都市に対して、

ラフなケーススタディを行い、有効と考えられる８つの

道路都市再生施策（表-1）の抽出を行った。 
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都市再生のために、今後必要とされる都市機能、

道路機能を抽出・整理した上で、官民パートナー

シップによる最適な機能充足方策を検討し、より

良い都市内環境の実現を提案する 

道路都市再生部会のミッション 
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図-3 都市の課題～道路都市再生の方向性（PhaseⅠ） 

 

表-1 有効と考えられる道路都市再生施策（PhaseⅠ） 

１ 沿道建物と道路の一体整備 

２ 民間活力を活用した道路整備 

３ 道路都市再生パートナー制度 

４ 官民連携フリンジ駐車場 

５ 鉄道と道路の協調 

６ 歩行者・自転車空間の立体的整備 

７ 総合道路デザイン制度 

８ 鉄道駅を中心とした賑わい空間形成 

 

４．道路都市再生施策の具現化検討（PhaseⅡ） 

PhaseⅡでは、PhaseⅠで抽出した道路都市再生施策の

うち、優先度の高いと考えられる施策に対し、検討対象

地やプロジェクトを選定し、ケーススタディを行い事業

につなげるため具体的方策の検討を行った。検討の背景

と目的、ケーススタディ対象地域、提案内容、検討結果

のまとめを以下に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）沿道建物と道路の一体整備 

a) 検討の背景と目的 

わが国の多くの都市は、市街地が形成され数十年が経

過し、都市への人口集中に対応した公共空間整備が難し

く、特に既成市街地においては、バリアフリー、防災、

憩いやたまり空間といった公共空間の質を向上すること

が問題となっている。こうした背景をふまえ、限られた

空間を最大限に有効活用することを目指し、各事業者単

独による整備ではなく、各事業者が連携して官民の垣根

を越えた都市空間を創出することが求められる。 

b) ケーススタディ対象地域 

 東京日本橋室町地区を検討対象とした。 

c) 沿道建物と道路の一体整備の提案 

対象地区は国道下に地下鉄駅と地下通路があり、既に

都市再生事業の一環として、地下通路の西側拡幅と拡幅

による沿道建物との段差解消などの官民一体整備が行わ

れている。東側については、沿道の民間再開発が進めら

れており、この民間開発と連携して東側拡幅整備（図-

4）を行うことにより、大都市中心部において確保する

ことが難しい機能や施設を導入（図-5）することが可能

と考え、官民一体整備の提案を行った。 

d) 検討結果のまとめ 

検討の結果、以下の事項が明らかになった。 
①都市内において、公共交通、情報提供、防災等の公共

空間やバリアフリー化した歩きやすい歩行者空間整

備が必要である。 
②これまでの都市空間整備は、建築、道路、鉄道等の各

事業者が個別で事業を進めてきた。しかし、民間と

公共が連携して、一体的に空間整備することにより、

地区の魅力や価値を向上することが可能となる。 
③官民一体整備により、公共は地域活性化の寄与、民間

は公共貢献によるインセンティブ付与など官民各々

にメリットが得られることが出来る。 
今後は、公共貢献の定義、官民一体整備の際の負担割

合の定量的な指標の検討などが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官民連携による公共的空間 
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官民境界 
国道・区道境界

図-4官民連携による公共的空間 図-5 官民一体整備による機能・施設の導入(左)とイメージパース(右) 

＜都市の目指す方向＞ 
居住、商業、業務などの都市活動

を最適化することで、ヒト・モ

ノ・情報の集中を高める

＜都市のあるべき姿＞ 

①安全な空間 

②環境と調和した空間 

③都市活力（にぎわい）を創出する

空間 

④個性的で魅力のある空間 

⑤多世代が安心して快適に暮らせる

コミュニティ空間 

⑥人や情報が交流する空間 

＜道路都市再生の１０の方向性＞

①道路渋滞の緩和 

②歩道整備、拡幅、歩いて楽しい道

③ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化、休憩場所の提供 

④路上違法駐車対策・駐車場整備

⑤物流拠点・荷捌きエリアの確保

⑥自転車道、駐輪場の整備 

⑦公共交通の利便性向上、ｼｰﾑﾚｽ化

⑧都市環境の改善、賑わいの創出

⑨道路の防災機能向上 

⑩タウン情報の提供 

＜都市の現状（課題）＞ 
・道路は慢性的に渋滞 
・人とぶつかるそうになる 
・歩きにくい 

・自動車と接触しそうで怖い 
・車椅子では移動できない 
・ベビーカーでは移動できない 
・疲れても休むところがない 
・路上駐車が渋滞を助長 
・目的地の駐車場はいつも満車 

・荷物の積み下ろしの場所がない

・放置自転車が邪魔 
・自転車と接触しそうで危ない 

・駐輪場が駅から離れている 

・バスが発車時刻に全然来ない 

・乗換えが不便 
・街が閑散で面白みがない 

・そもそも住みたいと思わない 

・ゴミが多くて汚い 
・地震がおきたら逃げ場がない 

・来街者への案内が貧相 
・・・ 
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（２）再開発事業と公共バスターミナル整備の一体化 

a) 検討の背景と目的 

大都市中心部における公共交通結節点は、周辺も含め

新たな空間の不足や高地価により、公共交通における便

数・路線数の量的拡大だけでなく、乗換え利便性の向上

等、質的な改善に対応できない状況である。こうした背

景を踏まえると、再開発事業に公共交通機能を導入する

ことが有効な手段と考えられる。 

b) ケーススタディ対象地域 

東京八重洲一丁目を検討対象とした。 

c) 再開発事業への公共バスターミナル導入の提案 

対象地区は、日本の玄関口となる大都市ターミナル駅

でありながら、特にバスターミナルが分散し、乗り換え

やバリアフリーなどの観点から利便性に劣っている。そ

のため、道路都市再生部会では、品格ある日本の顔とし

てエントランスにふさわしく、東京駅・日本橋・三越前、

京橋・宝町の３つの拠点と魅力ある回遊動線が必要と考

え、「拡大東京駅構想」として位置づけた。これを踏ま

え、八重洲一丁目再開発と八重洲地下街の老朽化、東京

オリンピック開催など国際化に対応した公共交通拠点整

備に着目し、八重洲一丁目の民間再開発事業内に公共バ

スターミナル導入の提案(図-6,7)を行った。 
d) 検討結果のまとめ 

検討の結果、以下の事項が明らかになった。 

①市街地再開発事業により建設される区分所有建物の一

部へのバスターミナル整備は、特定の階層の区分建

物を所有するための区分地上権は登記できないため、

立体道路制度による駐車場（道路付属物の駐車場）

と同様に区分所有権を権原とすれば可能となる。 

②既往のバスターミナルは民間を含め第３セクターが床

を取得し運営しており、公共がバスターミナルの空

間を確保する手法がないが、道路法上の道路として

位置づければ可能となる。 

今後は、一体再開発という公共貢献に対する適正な容

積インセンティブ等、駐車場法や自動車ターミナル法の

拡充など公設民営型ターミナル運営手法の検討などを関

係者が連携して進めていかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）鉄道上空空間を活用した公共道路施設の整備 

a) 検討の背景と目的 

鉄道上空は建築物等の立地が少なく、公共交通結節点

の機能向上のために活用可能な空間の一つであるにも関

わらず、鉄道上空の土地利用に関する法制度や官民連携

を促す制度が無いため、有効に活用されていないのが現

状である。この鉄道上空に着目して、行政と鉄道事業者

が連携して開発を行うことにより交通結節点機能の向上

や市民の利便性を向上させることは、今後の有効な施策

の一つと考えられる。 

b) ケーススタディ対象地域 

 千葉県の柏駅周辺を検討対象とした。 

c) 鉄道上空における駐輪場整備の提案 

柏市は人口約 40 万人、郊外店舗の進出も著しく、市

内を通過する国道は慢性的に渋滞している。駅周辺はバ

ス停や自転車駐輪場が分散し交通結節点としての機能が

必ずしも充分とは言えず、わが国の多くの都市が抱える

共通の課題を有している。鉄道上空の有効活用は、施策

としての汎用性があり、全国の多くの都市で導入が可能 
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図-6 バスターミナルの計画概要(左：平面図、右：動線計画) 図-7 バスターミナルのイメージパース 

駐輪施設

商業施設

図-8 鉄道上空利用のイメージパース 
（上図：鉄道駅と交通機能の直結、 

下図：鉄道上空を活用した駐輪場と商業施設） 

改札とバス等の直結
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と考え、柏駅周辺の自転車駐輪場不足や違法駐輪など身

近な問題について鉄道上空を活用した駐輪施設と商業施

設の一体整備の提案を行った（図-8）。 

d) 検討結果のまとめ 

検討の結果、以下の事項が明らかになった。 

①鉄道上空は都市に残された数少ない有用空間である。 
②鉄道上空の道路施設は、単独整備も可能であるが、駐

輪場のような施設であれば民間商業施設と合築する

ことも考えられ、その場合には、行政と民間事業者

の双方にメリットがある事業スキームが構築できる。 
③ＰＦＩのような手法を活用出来れば、公共施設の整備

について自治体の負担を低減できる可能性がある。 
今後は、鉄道上空施工による建設費高騰の対策や、

鉄道抵当法との関係など整理・解決していく必要がある。 

 
（４）市街地活性化の起爆剤となる総合道路ﾃﾞｻﾞｲﾝ制度 

a) 検討の背景と目的 

地方都市の中心市街地空洞化は深刻な社会問題とな

っている。人口減少、地域格差の拡大など地方都市の疲

弊化が多く指摘されている中で、一刻も早く「頑張る地

方都市を救う」ための道路・都市施策の展開が必要とさ

れる。個別の住民や地区の努力だけでは実現できない

「まち」と「みち」の機能向上を実現するためには、

“道路事業の範囲を空間的、内容的、事業主体的に拡大

する”制度の導入が求められる。 
b) ケーススタディ対象地域 

 栃木県宇都宮市を検討対象とした。 

c) 総合道路デザイン制度の提案 

宇都宮市は人口約 46 万人の、全国 27 中核市の一つ

であり、郊外における住宅地開発や道路整備が進み、自

動車依存の高い都市である。中心市街地の歩行者交通量

は過去 30 年で半減、売り場面積は中心市街地で減少、

郊外で大幅に増加しており、典型的な地方都市の特徴を

有している。一方で、「ぎょうざ」「カクテル」「ジャ

ズ」「妖精」など、地域の取組みも盛んである。   

このような都市に対しては、従来の道路事業の枠を

超えた支援制度として、地域（住民）が「まちづくり」

のために、知恵と汗と私権を提供すれば、道路事業の枠

を超えた支援が受けられるような制度が必要と考えた。

具体的には、道路および民地を含む沿道（ファサード

等）まで事業範囲を拡大（図-9）、住民協力に対する委

託金や事業計画・実施に対する交付金などの財源拡大、

成果に応じた資金提供と余剰分を街づくりに活用可能と

いった成果主義などの制度の提案を行った（図-9,10）。 

d) 検討結果のまとめ 

検討の結果、以下の事項が明らかになった。 
①沿道のファサードも適用対象とするこれまでの道路事

業の枠を超えた制度が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②同時に、住民組合法人のような地域住民が主体とな 
る制度であることが望ましい。 

③これにより、これまでにない官民連携の事業が合理的

に実現できるようになる。 
④地域が頑張れば頑張るだけ公的支援も手厚くなる制度

であり、全体のレベルアップを図ることができる。 
今後は、私権制限に対する住民の合意形成、短期的

な成果主義に陥る危険性の対策、本制度により生じる地

域格差などを検討する必要がある。 
 

５．おわりに 

わが国のまちづくりは、経済効率優先のまちづくり

から、美しく、快適で、安全なまちづくりへの転換が求

められている。世界都市としての地位を確立するために

も、物質的満足の追求のみでなく、心の豊かさを育む街、

日本国民が自分の街を愛し、世界に誇ることのできる都

市づくりが必要である。わが国の次世代のまちづくりに

向けて、本稿で紹介した取組みや提言が一助となれば望

外の幸せである。 
道路都市再生部会は、建設会社（大林組、鹿島建設、

熊谷組、清水建設、大成建設、東洋建設、ハザマ）、建

設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ、建設技術研究所、ｼﾞｵｽｹｰﾌﾟ、

長大、日本工営、ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ、八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ)、

建築設計会社（日建設計、日建設計総合研究所、日本設

計）の第一線の技術者が自主的に集い研究を行ってきた。

その多大なる熱意とご尽力にこの場を借りて厚く御礼申

し上げたい。
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図-9 総合道路デザイン制度の事業範囲

図-10 総合道路デザイン制度の適用イメージ




